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◆学校内外の専門機関等で相談・指導等を受けられていない小・中学生が4.6万人に。不登校により学びにアクセスでき
ない子供たちを次のことにより、ゼロにすることを目指す。
１．不登校の児童生徒全ての学びの場を確保し、学びたいと思った時に学べる環境を整える
２．心の小さなSOSを見逃さず、「チーム学校」で支援する
３．学校の風土の「見える化」を通じて、学校を「みんなが安心して学べる」場所にする
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※不登校児童生徒の改善率
前年度不登校であった児童生徒のうち、不登校の状態が解消さ

れた、または不登校状態であっても次の１～３に該当しているな
ど総合的な判断により、不登校の状態が改善されたとする人数を
把握
１ 出席日数の増
２ ICTの活用等による、本人・保護者と学校がつながる回数の増
３ 養護教諭、スクールカウンセラー、教育支援センターなど学
校内外の専門的な指導・相談につながるようになった。

R5.3.31 文部科学省「誰一人取り残されず学びの保障に向けた不登校対策について」（COCOLOプラン）
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一次【未然防止】 二次 【早期発見・早期対応】 三次 【個に応じた支援】

◆教育支援センターの運営
・学習意欲があるが登校できない児童生徒
・令和2年度に教育支援センター花園、令和3年度に
教育支援センター桃谷・新大阪を開設

◆学びの多様化学校（心和中学校）の運営
・学びの多様化学校への登校意欲があり、在籍校での
支援に加え、関係機関等の支援は受けているものの、
在籍校への登校が困難な生徒

・令和6年度に開校

不登校が生じない魅力あるよりよい学校
づくり
全児童生徒（162,228人）

予兆への対応を含めた初期段階からの早
期支援

多様な教育機会の確保
不登校児童生徒（7,187人）

◆メタバースの活用の検討
・学校内外で支援を受けていない児童生徒

・不登校対応について 〔大阪市の不登校支援事業計画〕 ※全児童生徒数・不登校児童生徒数:令和６年度人数

◆校内教育支援センター（スペシャルサポートルーム）の設置支援
・遅刻・早退及び欠席しがちな児童生徒、登校しても自分の教室に入りづらい児童生徒
・令和６年度・令和７年度に小学校12校・中学校12校を対象にモデル設置
・今後、拡充の方向で検討

（学校の対応）
・いじめ、暴力行為を許さない学校づくり
・児童生徒の学習状況等に応じた指導・配慮
・保護者・地域等の連携・協働体制の構築
・将来の社会的自立に向けた生活習慣づくり

（学校の対応）
・３日連続欠席した児童生徒への家庭訪問の徹底
・全教職員共通理解のもと、組織的・計画的な支援
・スクールカウンセラー、スクールソーシャルワー
カーとの連携

（学校の対応）
・各校による学習者用端末による自宅学習
・家庭訪問
・別室による学習等の支援
・学校外における公的機関や民間機関等との連携

◆登校支援室「なごみ」の機能強化
・児童生徒・保護者、学校における総合的な相談窓口（今後、カウンセリング機能を拡充の方向で検討）
・令和6年度に開設 ・保護者支援として「保護者サロン」の実施 ・不登校に関する教員研修の実施 ・心和中学校転入業務 等
◆学習動画コンテンツ配信事業【不登校支援】（学びの保障として、家庭等で学習動画を視聴できるようアカウントを付与）
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65

0.292.57%2.86%

0.082.01%1.93%
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65

41.2%61.1%19.9%

3.5%35.7%32.2%

35.6%56.1%20.5%

2.8%35.0%32.2%

効果検証

校内教育支援センター（スペシャルサポートルーム）とは

◆学級での学びが難しい児童生徒が、落ち着いた環境で自分のペースで学習や生活を行える場所を学校内に設置
◆令和6年度および令和7年度に小学校12校、中学校12校、あわせて24校にモデル設置
◆モデル校に１名の支援員の配置及び環境整備を支援

◆モデル校へのアンケート（肯定的な回答の割合）
・教職員間の連携の強化 ７０％ ・児童生徒への支援の向上 100％ ・保護者との連携強化 ６２％
・不登校への理解の促進 ７５％ ・教員の負担軽減 100％

・【 校内教育支援センター（スペシャルサポートルーム）の設置支援事業 】

37.7

32.8

0.37

0.38
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イメージ図

【 メタバースの活用の検討 】

校内教育支援センター（スペシャルサポートルーム）やメタバースを加えた多様な学びの環境を構築し、「誰一人
取り残されない学びの保障」の実現をめざす

今後について
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教員の授業力向上への支援

校⾧マネジメント

ＩＣＴを活用した学びの充実

教育ブロック担当指導主事
学校の課題に寄り添い、各校の様々な課題解決に向けた校⾧のマネジメントを支援

学 校 支援体制

質の高い探究的な学びの拠点校への支援

連携

校⾧マネジメント力
向上支援

「主体的・対話的で深い学び」
の充実

総合教育センター指導主事
質の高い探究的な学びが推進できるよう拠点校においてカリキュラムの開発を支援

民間企業等の教育コンテンツやプログラムを活用した探究的な学びの充実

教員の授業力
向上支援

質の高い探究的な学びの推進
探究的な学びを推
進する授業力支援

連携

ICT
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学びサポーターの配置
学習補助教材の配付
自主学習ノートの活用支援
先進的取組に向けた教職員研修の実施
各種検定の活用支援

＜各ブロックにおける具体的な支援内容＞

学校の実情に即し
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本市では、「非認知能力」を「学びの土台となる力」と捉え、「目標に向かいねばり強く取り組む力」、「いろいろな人た
ちと、互いに理解し合いともに協力する力」、「自分の気持ちを整理しコントロールする力」など児童生徒にとって望まし
い「非認知能力」の適切な測定の方法、及び効果的な育成の在り方等について実践研究に取り組むことについて検討する。

測定の方法例
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